
 

 

 
受注者の円滑な施工体制の整備を図るため、建設資材の調達や労働力確保に要する余裕期間を

設定することができることとします。 

余裕期間は、あくまで工事ごとに発注者が判断し、必要に応じて設定するものであり、余裕期

間を設定する工事については、「金抜き設計書の表紙」「特記仕様書」に記載します。 

 

１．制度概要 

「余裕期間」とは、受注者の工事施工体制の整備を図るため、実際の工事期間の前に、３か月

を超えない範囲で、建設資材の調達や労働力確保のために設定した期間のことです。 

・余裕期間を設定した工事における以下の用語の定義 

（１）工 期 … 余裕期間と実工事期間の合計で、始期と終期を明示した期間のこと。 

（２）実工事期間 … 実際に工事を施工するために要する期間のこと。 

 

２．取扱い 

（１）余裕期間の設定について 

「余裕期間の日数」または「実工事期間の始期」は、工事ごとに特記仕様書に記載するこ

ととします。 

（２）契約書類について 

①工事請負契約書に記載する工期は、特記仕様書に記載されている実工事期間ではなく、

全工期とします。ただし、コリンズ、着手届に記載する工期については、実工事期間と

し、着手届の着工日については、実工事期間の始期を記載してください。 

②発注者は、工事請負契約約款第３４条第３項の規定にかかわらず、実工事期間の始期以

降でなければ、受注者に対して前払い金の支払いをすることはできません。 

（３）現場代理人及び主任（監理）技術者の配置について 

①実際の工期の開始は、契約日からではなく、特記仕様書に記載した実工事期間の始期と

して設定した日となることから、設定日以前の余裕期間に、現場代理人や主任（監理）

技術者の配置をすることはできません。 

②余裕期間を設定した工事と手持ち工事の関係について、実工事期間が重複していなけれ

ば、専任を要する工事であっても、同じ技術者を配置することも可能となります。 

③余裕期間内に、建設資材の調達や労働力の確保が図られた場合、施工担当課との協議に

より工事着工可能となります。その場合は、協議後の実工事期間の始期に「着手届」、

「現場代理人及び主任技術者通知」、「変更工程表（工程表に変更がある場合）」を提

出してください。（前払いがある場合は、前払いの請求も可） 

（４）対象工事について 

繰越、債務負担の手続きをした工事 

   （現場等の都合上、余裕期間を設定できない工事は除く。） 

 

○工期の具体的な考え方 

建設工事の工期における余裕期間の設定について 

契約 着工 しゅん工 

余裕期間 実工事期間 

・現場代理人及び技術者の配置を要する期間 
・コリンズ登録期間 
・着手届に記載する「工事期間」 
・前払いは着手届の提出後 

工  期（契約書上の工期） 

○工程表提出 
○着手届提出 
○現場代理人及び主任技術者通知提出 
○コリンズ登録（１０日以内） 

協議により変更可 


